
 

 

船橋市条例第２６号 

  

   船橋市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定め

る条例 

 

 船橋市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条

例（平成２４年船橋市条例第５６号）の全部を改正する。 

 （趣旨） 

第１条 この条例は、介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下「法」という。）第７

８条の２第１項及び第４項第１号、第７８条の２の２第１項第１号及び第２号並びに第

７８条の４第１項及び第２項に規定する指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及

び運営に関する基準等を定めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この条例における用語の意義は、法及び指定地域密着型サービスの事業の人員、

設備及び運営に関する基準（平成１８年厚生労働省令第３４号。以下「省令」という。）

の例による。 

 （指定の対象となる特別養護老人ホームの入所定員） 

第３条 法第７８条の２第１項の条例で定める数は、２９人以下とする。 

 （指定に係る申請者の資格） 

第４条 法第７８条の２第４項第１号の条例で定める者は、法人又は病床を有する診療所

を開設している者（複合型サービス（法第８条第２３項第１号に規定するものに限る。）

に係る指定の申請を行う場合に限る。）とする。 

 （指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準） 

第５条 法第７８条の２の２第１項第１号及び第２号並びに第７８条の４第１項及び第２

項の規定に基づき条例で定める基準は、次条から第１０条までに定めるもののほか、省

令に定める基準の例による。 

 （記録の整備） 

第６条 前条の規定によりその例によることとされる省令第３条の４０第２項、第１７条

第２項、第３６条第２項（省令第３７条の３において準用する場合を含む。）、第４０条

の１５第２項、第６０条第２項、第８７条第２項、第１０７条第２項、第１２８条第２



 

 

項、第１５６条第２項（省令第１６９条において準用する場合を含む。）及び第１８１

条第２項の規定の適用については、これらの規定中「２年間」とあるのは、「５年間」

とする。 

 （非常災害対策） 

第７条 第５条の規定によりその例によることとされる省令第３２条第１項（省令第３７

条の３、第４０条の１６、第６１条、第１２９条、第１５７条及び第１６９条において

準用する場合を含む。）及び第８２条の２第１項（省令第１０８条及び第１８２条にお

いて準用する場合を含む。）の規定の適用については、これらの規定中「従業者」とあ

るのは、「従業者並びに利用者及びその家族等」とする。 

 （指定地域密着型特定施設の設備） 

第８条 指定地域密着型特定施設の介護居室及び一時介護室には、ブザー又はこれに代わ

る設備を設けなければならない。 

 （ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設における入浴等） 

第９条 第５条の規定によりその例によることとされる省令第１６３条第３項の規定の適

用については、同項中「できるよう」とあるのは、「できるよう、１週間に２回以上」

とする。 

 （他の市町村長の指定を受けた事業者等に関する特例） 

第１０条 他の市町村に存する事業所において行う地域密着型サービス事業について当該

市町村長の指定を受けている指定地域密着型サービス事業者及び当該事業所は、当該指

定に係る地域密着型サービス事業についてこの条例の相当規定に規定する基準等を満た

すものとみなす。 

   附 則 

 この条例は、令和６年４月１日から施行する。 


